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大崎市議会会議規則の一部を改正する規則

大崎市議会会議規則（平成１８年大崎市議会規則第１号）の一部を次のよう

に改正する。

第１４条に次の１項を加える。

２ 委員会が議案を提出しようとするときは，その案を備え，理由を付け，委

員長が議長に提出しなければならない。

第１９条に次の１項を加える。

３ 委員会が提出した議案につき第１項の承認を求めようとするときは，委員

会の承認を得て委員長から請求しなければならない。

第３７条第２項中「提出者」を「前２項における提出者」に，「又は」を「及

び第１項における」に改め，同項を同条第３項とし，同条第１項の次に次の１

項を加える。

２ 委員会提出の議案は，委員会に付託しない。ただし，議長が必要と認める

ときは，議会の議決で，議会運営委員会に係る議案は議会運営委員会に，常

任委員会又は特別委員会に係る議案は常任委員会又は特別委員会に付託する

ことができる。

第７７条第１項中「記載する」を「記載し，又は記録する」に改める。

第７８条中「印刷して」を削り，「配付」の次に「（会議録が電磁的記録をも

って作成されている場合にあっては，電磁的方法による提供を含む。）」を加え

る。

第８０条中「議員」の次に「（会議録が電磁的記録をもって作成されている場

合にあっては，法第１２３条第３項に規定する署名に代わる措置をとる議員）」

を加える。

第９７条第２項中「法第１０９条の２第３項」を「法第１０９条の２第４項」

に改める。

第１４１条及び第１５３条中「第３７条（議案等の説明，質疑及び委員会付

託）第２項」を「第３７条（議案等の説明，質疑及び委員会付託）第３項」に

改める。

附 則

この規則は，公布の日から施行する。


